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社会を明るくする運動
＆再犯防止啓発月間

毎年７月は・・・

の強調月間です

１

再犯
防止
啓発月間

見てね！

今月はコレワーク東北
の活動もお送りします。
４～５頁を見てね！！

７月は再犯防止
啓発月間

※

と定め
られています。
罪を犯した人や
非行のある少年の
再犯防止について、
国民の方々からの
ご関心とご理解を
得られるよう、情報
発信（ポスター掲示、イベ
ント等）を実施するな
ど、広報・啓発活動
を積極的に行って
います。
※H28.12.14「再犯の防止等の推進に関
する法律」第６条に基づく（コットンと考える「再犯防止」

の動画に移動します）



法務省ｃｈはこちらから

法務省ＨＰでもっと詳しく…

▶ポスター・リーフレット等の
データダウンロードもでき
ます。

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

強調月間

「社会を明るくする運動」
とは・・・
すべての国民が、犯罪や非行の
防止と犯罪や非行をした人たちの
更生について理解を深め、それぞ
れの立場において力を合わせ、
犯罪や非行のない安全で安心な
明るい地域社会を築くための
全国的な運動です。

▶YouTube法務省チャン
ネルのホームに移動しま
す。‘再犯防止’や‘社会を
明るくする運動’の再生リ
ストが表示されますので、
ぜひご覧ください。
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東北矯正管区 更生支援企画課
T E L：０２２－２８６－０１３０（直通）
F A X：０２２－２９４－１０３６
メール：2.sendaikyouseik.9gd@i.moj.go.jp 東北矯正管区の

HPもチェック！３

令和７年６月４日（水）、市町村内に矯正施設を持つ自治体

（加入自治体数は１０３）が会員となって構成される「矯正施

設所在自治体会議」の総会がホテルニューオータニで開催

されました。東北管内からは、本総会に秋田市（企画財政部

東京事務所長様）、山形市（福祉推進部長様）に御出席いた

だきました。

本会議では、「地域における再犯防止施策の推進」、「矯正

施設の人的・物的資源を活用した地域創生策等の推進」

などを目的に、情報交換や調査研究、政策提言などを行って

おり、毎年「総会」と「地域部会」が開催されています。地域

部会については、各ブロックの議長市を中心に内容等を検討

するところ、本総会において、新たに秋田市が議長市になるこ

とについて承認されました。

・仙台市再犯防止推進ネットワーク会議企画広報展示
・出張矯正展＠山形・福島
・東根市役所での再犯防止に係る取組
・宮城県勉強会＠宮城刑務所 など …

次 回 予 告
最近の更生支援企画課・・・管内各所に出没中
次号、自治体との連携について特集を予定しています

乞うご期待！

山形市 様

秋田市 様



４

コレワークは、平成２８年
４月に東京と大阪の２か所に
設置されました。
その後、東北矯正管区には、

令和２年４月に設置され、
同年７月から活動しています。

コレワーク東北の
（東北矯正管区
矯正就労支援情報センター室）

矯正施設に収容されている人（受刑者、在院者等）の施設収容中
における就職内定を促進することによって、出所後（出院後）の
生活基盤を整え、再犯防止を推進することを目的としています。

コレまるです！

・職歴
・資格
・帰住予定地等

情報を
一括管理

事業主様の
求人ニーズに
合致

・施設の情報提供
・採用手続の支援

を実施

日頃よりコレワーク東北の業務運営につきまして、
格別のご理解とご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。
コレワーク東北では矯正施設（刑務所、少年院等）

の就労支援を行い、再犯防止を推進しているところです。
この度、改めてコレワーク東北とはどのような機関なのか、
どんな業務を行っているのかをご紹介させていただきます。



５

（東北矯正管区 矯正就労支援情報センター室）

令和６年度の活動実績は、雇用情報提供サービスが425件、
採用手続支援サービス２件、就労支援相談窓口サービス７件、
その他支援２７件の計４６１件でした。
今年度も既に１００件以上のサービス提供をしております。
今後とも、ぜひよろしくお願いいたします。

コレワークHPは
こちら👉

雇用支援セミナー
では、矯正施設出所
者等の雇用に関心を
お持ちの事業主様や
関連団体の方々に対
し、雇用に係る手続
や方法、各種支援
制度に関する説明な
どを行っています。

個別相談会では、
新たに出所者等の
雇用を検討されて
いる事業主様が持
つ不安や疑問等を
解消できるよう、
相談対応を行って
います。

雇用支援
セミナー

個 別
相 談 会

出 張
コレワーク

ハローワークや保
護観察所に協力いた
だき、ハローワーク
において、事業主様
にコレワークの業務、
協力雇用主制度、
保護観察制度等を
ご紹介しています。


